
INCHARGE 7 宿泊税設定方法の変更について 

 

■複数の宿泊税納税先に対応するため、従来の環境設定で設定する方法に加えて、複数の納税先に対応できるよ

うマスタによる設定方法を追加しました。 

 

【新設定に関する注意事項】 

マスタ設定で宿泊税の登録設定を行うと、既存の環境設定は上書きされます。 

以降は宿泊税内訳一覧画面にて変更が可能となります。計画的な実施をお願いします。 

 

新画面で登録する前の既存設定画面（システム＞環境設定＞付加料金・売上計上タブ内） 

 

 

新画面での登録後（環境設定からの変更は不可となります。） 

 

 

・新しい設定の登録方法 

 施設管理者権限を持つユーザーにてログインし、「その他マスタ管理」メニューに「宿泊税納税先一覧」およ

び、「宿泊税内訳一覧」より、宿泊税の納税先とその内訳を設定します。 

 

※設定中は新規の予約作成をお控えください。 

（次ページへつづく） 

 

 

 

  



本設定を実施すると、環境設定の宿泊税設定を上書きします。 

本設定を実施後、全ての端末で予約詳細画面の再起動が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊税納税先一覧より納税先を登録してください。 

 

 

その後、宿泊税内訳一覧にて内訳の設定を実施してください。 

納税先を選択し、宿泊税の課税対象範囲を料金上限と料金下限に設定し、人員種別毎に単価を設定ください。 

本マスタの適用開始日は税制の開始日を正確に設定してください。 

本マスタ設定後、想定の宿泊税が挿入されるか予約詳細画面にて確認を行ってください。 

 

※予約詳細画面では、複数の納税先がある場合、合算した税額で表示されます。 

 

・次ページに帳票の印字についての説明があります。 

  

 
➀ 

➁ 



税額別に人数・税額が印字されます。 

新たに内訳登録した場合は、納税先・税額毎に人数・税額が印字されます。 

 

※それぞれの納税先の人数に対象人数が入りますが、合計欄は合算ではなく実際の人数になります。 

（例：宮城県、仙台市でそれぞれ宿泊税が発生した場合、それぞれ人数は 1 人、合計も 1 人） 

 

 

以上 


